制度変更案による給付額の比較
１　制度的モデルによる給付額の比較

現行制度（平成６年４月に加算年金を創設した後の仕組み）と変更案との比較です。
これは生年月日による給付額の違いを排除できて一番シンプルで解かり易い比較方法です。
加入員一人ひとりが加入年数に応じて給付額をモデルから推計できるという利点がある一方で、加算年金創設前から加入している人にとっては架空の要素が入るという欠点もあります。
パンフレットの４頁ではこの方法で給付額を比較していますので、現実的な比較もできるように、下の★印で実際に発生する年金額(24,290円)を補足しています。

２　加算年金創設前から加入している者を例にした給付額の比較

実際に発生している長期加入者を例に、加入期間を揃えて給付額を比較する方法で、高齢者ほど現実に近い額になります。
パンフレットの６頁上段ではこの方法で比較しています。当基金は平成１８年４月に設立３５周年を迎えることから加入年数を３５年に揃えています。

加算年金創設前後の期間が混在していることにご注意願います。

パンフレットでは、スペースの関係で第１加算と基本プラスアルファとを区分して掲載できませんでしたので、下の表を参考にしてください。
変更案では、第１加算が昭和４６年４月(基金設立時)からあったものと見なす(加入期間が長くなる)ことにご留意願います。
給付額は、平均月額給与が40万円の場合を仮定した目安です。

第 １ 加 算
単　位　：　円

	制度変更日
現在の年齢
	年金の月額
	一時金を選択の場合

	
	現　行
	変 更 後
	水準 (％)
	現　　行
	変 更 後
	水準 (％)

	６０
	8,050
	15,260
	189.6
	992,700
	2,184,200
	220.0

	５５
	10,590
	15,260
	144.1
	1,304,800
	2,184,200
	167.4

	５０
	13,130
	15,260
	116.2
	1,617,800
	2,184,200
	135.0

	４５
	15,670
	15,260
	97.4
	1,929,900
	2,184,200
	113.2

	４０
	18,200
	15,260
	83.8
	2,242,000
	2,184,200
	97.4

	３５
	19,720
	15,260
	77.4
	2,428.800
	2,184,200
	89.9

	３０
	19,720
	15,260
	77.4
	2,428,800
	2,184,200
	89.9

	２５
	19,720
	15,260
	77.4
	2,428,800
	2,184,200
	89.9


　　○　年齢の高い人は、第１加算への加入期間の増加により一時金の額が増加
基本プラスアルファ
単　位　：　円　

	制度変更日
現在の年齢
	年金の月額
	

	
	現　行
	変 更 後
	水準 (％)
	

	６０
	16,240
	1,400
	8.6
	

	５５
	14,840
	1,400
	9.4
	

	５０
	14,460
	1,400
	9.7
	

	４５
	14,770
	1,400
	9.5
	

	４０
	13,050
	1,400
	10.7
	

	３５
	12,020
	1,400
	11.6
	

	３０
	12,020
	1,400
	11.6
	

	２５
	12,020
	1,400
	11.6
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	第１加算
(12年間加入)
	8,050 円

	代行型(加算年金なし)
	
	
	

	(23年間加入)
	基本プラスアルファ部分
(加算型切替後12年間加入)
	16,240円

	
変更案


	
	計
	24,290円

	
	
	15,260円

	
	
	

	第１加算(過去35年間加入)
	

	基本プラスアルファ部分
	1,400 円


計　　16,660円

(対現行 68.6％)

　　○　基本プラスアルファの給付が薄くなりますが、第１加算は昭和４６年４月(基金設立時)からあったことになります。

